
1/2 

 東京都北区子育てひろば事業（連携型）実施要綱 
令和７年３月２１日６北子わ第2453号区長決裁 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、北区立児童館等の児童福祉施設等において、子育て中の親子が気軽
に集い、相互交流及び子育ての不安や悩みの相談をすることができる場を提供すること
（以下「本事業」という。）により、地域の子育て相談機能の充実を図り、子育ての不安
等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。 
（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、区とする。ただし、区長は、本事業の内容の全部又は一部
について適切と認められる者に委託して行うことができる。 
（利用対象者） 

第３条 本事業の利用対象者は、子育て家庭の親及び子ども（主としておおむね3歳未満の
児童及び保護者をいう。以下「子育て親子」という。)とする。 
（事業の内容） 

第４条 本事業は、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第6条の3第6項に規定する地域子
育て支援拠点事業とし、次の取組を実施する。 
(1)子育て親子への交流の場の提供及び交流の促進 
(2)子育て等に関する相談及び援助の実施 

（3)地域の子育て関連情報の提供 
（4)子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 
2  本事業は、1週間につき5日以上かつ1日につき3時間以上実施するものとする。 
3 本事業には、子育て親子の支援に意欲があり、かつ、子育ての知識及び経験を有する

者(以下「ひろば支援員」という。)を1名以上配置しなければならない。 
4 ひろば支援員は、児童福祉施設等の職員のバックアップを受けるよう努めるものとす

る。 
5 ひろば支援員は、東京都子育て支援員研修を受講するよう努めるものとする。 
6 ひろば支援員は、子育てひろば事業に係る研修会、セミナー等へ積極的に参加し、ひ 

ろば支援員の資質、技能等の向上に努めるものとする。 
7 ひろば支援員は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、本事業を行うにあた 

って知り得た個人情報について、本事業の業務遂行以外には用いてはならない。 
8 実施主体（委託先を含む。）は、保育所、福祉事務所、子ども家庭支援センター、児

童相談所、保健所、児童委員（民生委員）、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積
極的に事業を実施するよう努めるものとする。 

（実施場所） 
第５条 本事業は、次に掲げる要件に該当する場所で実施する。 

(1) おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても支障が生じない広さであること。 
(2) 授乳場所、流し台、ベビーベッド、遊具その他子育て親子が利用するために必要な設

備を備えていること。 
2 本事業の実施場所は、別表のとおりとする。 
（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども未来部長が別に定める。 
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付 則 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 
別表（第５条関係） 

実施場所 
北区立十条台子どもセンター 
（東京都北区中十条一丁目2番18号 北区立障害者福祉センター3階） 

 


